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夏の暑さから一変して、肌寒い日が多くなってきました。寒暖差や空気の乾燥によって、体調を崩

してしまいがちです。修学旅行や期末テストを控えていますので、手洗い・うがい、必要に応じてマ

スクを着用して感染症の予防に努め、体調管理をしっかりと行いましょう♪ 

 

11月 9日は“いい換気の日”です！ 

「11（いい） 9（くうき）」の語呂合わせから、１１月９日は「いい換気の日」です。 １１月に入

ると、風邪やインフルエンザが流行しやすくなります。 感染症予防には換気がとても大切です。換

気を行うことで、空気中に漂うウイルスや細菌を減らして感染症予防、頭がスッキリして集中力アッ

プ、教室や部屋のニオイもリフレッシュできるといった効果があります。 

 

換気の方法について 

1 対角のドアや窓を開けてください 

2 20分に 1回は換気を行いましょう 

3 教室の二酸化炭素モニターが 1500ppmを超えて“ピッピッ”と鳴ったら 

4 扇風機をつけ、教室内の空気を循環させましょう 

 

「少し寒いけど、みんなの健康のために！」を合言葉に、教室でも家庭でも“いい換気”を心がけましょう。 

 

インフルエンザ注意報発令中！～「感染しない」「広げない」行動を～ 

群馬県では、インフルエンザの患者報告数が増加し、注意報レベルとなっています。伊勢崎市内の

高校でもインフルエンザによる学級閉鎖が発生しています。                                                  

今後、警報レベルに達する可能性もあり、学校でも一人ひとりの予防が大切です。 

インフルエンザは「学校感染症」に定められており、学校保健安全法第 19 条により、他の人に感染

させる恐れのある期間は出席停止となります。 

【出席停止期間の基準】 

「発症したあと 5日を経過し、かつ、解熱したあと 2日を経過するまで」 

再登校にあたっては、医師の指導のもと、保護者の方が「インフルエンザにおける療養報告書」を

記入し、 調剤説明書または会計領収書の写し（コピー）を添付し 学校へ提出してください。 

 

インフルエンザは、体内でのウイルスの増加を抑えてくれる薬がありますので、急な発熱等の症状

がある場合には、医療機関を受診することをお勧めします。ただし、発熱後 12時間経過してからでは

ないと正しい検査結果が出ませんので、受診するタイミングには十分気をつけてください。 

 

群馬県立伊勢崎清明高等学校 保健室 



令和７年度 保健委員会「歯と口の健康について」  

第６回「口腔内の病気～口の中の健康づくり～」 

   

 

口の中の小さなトラブルは、日常生活のストレスや生活習慣とも深く関係しています。早めに気づ
き、ケアすることが健康への第一歩。今回は、身近だけれど見過ごしがちなお口の健康チェックを一
緒にしてみましょう 
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